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令和５年 第５回定例会 

岩見沢市教育委員会会議録 

（令和５年５月２４日） 

○本委員会に付議した議件 

  １  報告第 ７号  教育長の一般経過報告について 

  ２  議案第３５号  岩見沢市教育行政点検評価にかかる検討委員の委嘱について 

  ３  議案第３６号  岩見沢市立学校教頭人事について 

  ４  報告第３７号  岩見沢市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

  ５  議案第３８号  岩見沢市立学校通学区域審議会に対する諮問について 

  ６  議案第３９号  岩見沢市立学校管理規則の一部改正について 

  ７  報告第４０号  岩見沢市教科用図書調査委員会委員の委嘱について 

  ８  議案第４１号  岩見沢市教科用図書調査委員会に対する諮問について 

  ９  議案第４２号  岩見沢市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

 １０  報告第４３号  岩見沢市保育の利用に関する規則及び岩見沢市立栗沢認定子

ども園条例施行規則の一部改正について 

 １１  議案第４４号  岩見沢市子ども・子育て会議条例等の一部改正について 

 １２  議案第４５号  岩見沢市社会教育委員の委嘱について 

 １３  議案第４６号  令和５年度教育委員会関係補正予算について 

 

○本委員会に出席した者 

教 育 長 吉  永      洋    

 委 員 杉  野  幹  夫 

 委 員 菊  池  亜  希 

 委 員 遠  藤  か ず み 

 委 員 南  部  博  明 

 

 学 校 教 育 部 長 住  吉  功  成 

 学 校 教 育 課 長 戸  沼  貴  志 

 指 導 室 長 石  原     学 

 学 校 給 食 課 長 是  廣  敏  明 

 子 ど も 課 長 小  野  直  樹 

 生 涯 教 育 部 長 森  田  章  裕 

 文化・スポーツ振興課長 高  居  眞  司 

 生涯学習推進課長 平  井  文  朗 



 2  

 緑陵高等学校事務長 廣  田  康  裕 

 事務局学校教育課総務係長 豊  岡  義  隆 

 事務局学校教育課総務係 城     茉  代 
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午前１０時００分 開会 

○吉永教育長 ただ今から、令和５年第５回教育委員会定例会を開催いたします。 

 本日の署名委員につきましては、菊池委員さん、お願いいたします。 

 では初めに、日程番号１、報告第７号 教育長の一般経過報告について、私のほうから

ご説明させていただきます。 

 ４月７日、今年度初めての定例校長会議をやった後、転入された校長先生・教頭先生に、

岩見沢市の教育行政についての説明をさせていただきました。 

 それから、１１日は空知管内教育長会議があり、その後、南空知の教育長会で集まって、

久々というか、４年ぶりの懇親会、顔合わせをいたしました。 

 １３日は定例教頭会議であります。 

 １４日、空知校長会総会ということで、これはオンラインでやりましたが、恥ずかしな

がら、私が空知教育長会の会長になっているので、代表でご挨拶をさせていただきました。 

 １７日は庁議。その日に、転入された教職員、小学校、中学校の先生方に、岩見沢の教

育について、どのようなことをやっているかということを、私のほうから説明をする「岩

見沢の教育を語る会」というのをやらせていただきました。 

 １９日が第４回の教育委員会定例会になっています。 

 ２１日、教育委員さん、皆さんもご出席していただいた市Ｐ連の総会がありまして、こ

れも久々に行われました。 

 あと、飛ばしますが、２９日に岩見沢市の球場開きということで、昨年度、立派になっ

た球場の関係も、これも久々の開催となったところであります。 

 あと、５月１日、８日、見ていただけるような形のことになっております。 

 この件について、何か皆さんのほうからご意見、ご質問がありましたらお願いいたしま

す。 

○杉野委員 ありません。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、ご意見、ご質問等がなければ、本報告については、終了させていた

だきます。 

 続きまして、議案に対する提案理由について、説明を求めます。 

○住吉学校教育部長 それでは、提案理由について、ご説明申し上げます。 

 議案第３５号 岩見沢市教育行政点検評価にかかる検討委員の委嘱について 令和４年

度事業についての点検・評価を実施するに当たり、教育に関して学識経験を有する者の知

見を活用するための検討委員の委嘱について、ご審議を願うものであります。 

 議案第３６号 岩見沢市立学校教頭人事について 岩見沢市立学校教頭の６月１日付人

事について、北海道教育委員会に内申することに対して同意を求めようとするものであり

ます。 

 議案第３７号 岩見沢市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 岩見沢市立学校の
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通学区域に係る教育委員会の諮問に応じるため、審議会委員の委嘱について、ご審議を願

うものであります。 

 議案第３８号 岩見沢市立学校通学区域審議会に対する諮問について 岩見沢市におけ

る適正配置対象校の今後の方向性等、通学区域審議会に対する諮問について、ご審議を願

うものであります。 

 議案第３９号 岩見沢市立学校管理規則の一部改正について 北海道立学校管理規則の

一部改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 

 議案第４０号 岩見沢市教科用図書調査委員会委員の委嘱について 令和６年度に岩見

沢市で使用する教科用図書の採択に係る調査委員の委嘱について、ご審議を願うものであ

ります。 

 議案第４１号 岩見沢市教科用図書調査委員会に対する諮問について 令和６年度に岩

見沢市で使用する教科用図書の採択に当たり、岩見沢市教科用図書調査委員会に諮問する

内容について、ご審議を願うものであります。 

 議案第４２号 岩見沢市学校給食運営委員会委員の委嘱について 選出委員の退職等に

よる退任に伴い、後任の委員の委嘱について、ご審議を願うものであります。 

 議案第４３号 岩見沢市保育の利用に関する規則及び岩見沢市立栗沢認定子ども園条例

施行規則の一部改正について 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の規定の整

備を行おうとするものであります。 

 議案第４４号 岩見沢市子ども・子育て会議条例等の一部改正について 子ども・子育

て支援法及び学校教育法の一部改正、並びにこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整備等に関する省令による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い、関係条例の一部を改正する条例案を、６月に開催される市議会第２回定例会

に提出することについて、ご意見を伺うものであります。 

 議案第４５号 岩見沢市社会教育委員の委嘱について 選出委員の退職等による退任に

伴い、後任の委員の委嘱について、ご審議を願うものであります。 

 議案第４６号 令和５年度教育委員会関係補正予算について 令和５年度教育委員会関

係補正予算について、意見を求めるものであります。 

 なお、議案第３６号につきましては、人事案件につき秘密会でお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○吉永教育長 ありがとうございます。 

 ただ今、事務局より日程番号３、議案第３６号 岩見沢市立学校教頭人事については、

人事案件のため、秘密会という形で会議を進行してほしい旨の申出がありました。そのよ

うに進めさせていただいてもよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第３６号につきましては、秘密会として取り扱うこととし、後

ほど説明をいただきます。 
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 それでは、日程番号２ 議案第３５号 岩見沢市教育行政点検評価にかかる検討委員の

委嘱について 審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○戸沼学校教育課長 それでは、議案第３５号 岩見沢市教育行政点検評価にかかる検討

委員の委嘱について ご説明いたします。 

 名簿の案をご覧いただきたいと思います。 

 本件につきましては、先月の定例会で検討委員の選出方法についてご協議をいただき、

学校教育、社会教育、子育て支援の各学識経験を有し、教育活動に熱意のある方を選考す

ることについて、ご了承をいただいたところですが、その内容を踏まえまして、５名の方々

を選出しております。 

 具体的に申し上げますと、学校教育、社会教育分野の学識経験を有する、北海道教育大

学岩見沢校の山本理人氏。学校教育分野から市ＰＴＡ連合会会長の室永雅人氏。同じく市

ＰＴＡ連合会副会長の石倉亮子氏。社会教育分野から、社会教育委員の岡嘉彦氏。子育て

支援分野から、主任児童委員の高田良子氏の５名となりますが、この方々に委嘱すること

につきまして、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○吉永教育長 今、議案第３５号についての説明がありました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 この件について、ご異議がなければ、このようなことで決定させていただ

いてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第３５号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、日程番号４ 議案第３７号 岩見沢市立学校通学区域審議会委員の委嘱に

ついて を審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○戸沼学校教育課長 それでは、議案第３７号 岩見沢市立学校通学区域審議会委員の委

嘱について ご説明いたします。 

 こちらも名簿案をご覧ください。 

 本件につきましても、先月の定例会における選出方法の協議を踏まえまして、名簿案に

ありますとおり、北海道教育大学から１名、岩見沢市立教育研究所から１名、岩見沢市校

長会から２名、岩見沢市ＰＴＡ連合会から３名、岩見沢市民生委員児童委員協議会から２

名、岩見沢商工会議所から１名、岩見沢市町会連合会から１名をそれぞれご推薦いただき

まして、候補者として選出いたしました。 

 これらの１１名の方々への委嘱について、ご審議くださるようお願いいたします。 

○吉永教育長 議案第３７号についての説明がありました。 

 委員の皆様から、ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 
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○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 では、この件についてご異議がなければ、このようなことで進めさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、第３７号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、日程番号５ 議案第３８号 岩見沢市立学校通学区域審議会に対する諮問

について を審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○戸沼学校教育課長 それでは、議案第３８号 岩見沢市立学校通学区域審議会に対する

諮問について ご説明いたします。 

 諮問書案をご覧いただきたいと思います。 

 まず、諮問理由についてでありますが、平成３０年度以降の取組経過を踏まえつつ、岩

見沢市立小・中学校適正配置計画における後期の計画期間において、現状に即した適正配

置の検討を進めるための答申をいただくことを理由とするとともに、具体的な諮問事項に

ついては、適正配置計画に基づく後期対象校の適正配置について諮問をいたしたいと考え

ているところです。 

 なお、この諮問に対する答申期限につきましては、令和６年２月としておりますが、こ

の内容で諮問することについて、ご審議をよろしくお願いをいたします。 

○吉永教育長 ただ今、議案第３８号についての説明がありました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。何かありますか。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 ありがとうございます。 

 この件についてご異議がなければ、このようなことで進めさせていただいてよろしいで

しょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第３８号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 次に、日程番号６ 議案第３９号 岩見沢市立学校管理規則の一部改正について を審

議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○戸沼学校教育課長 では、議案第３９号 岩見沢市立学校管理規則の一部改正について

ご説明をいたします。 

 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

 本改正につきましては、道教委におきまして、北海道立学校管理規則の一部が改正され、

高等学校の主任等に研修主事が新たに設けられたことを受けまして、本市においても同様

の改正を行おうとするものでございます。 

 具体的には、第８条第１０項に、研修主事に関する職務等を規定し、別表の高等学校の
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欄に研修主事を加えることとし、公布の日から施行。令和５年４月１日から適用として、

進めたいと考えております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○吉永教育長 ただ今、議案第３９号について、説明がありました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 ありませんか。 

 では、この件についてご異議がなければ、このようなことで進めさせていただいてよろ

しいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第３９号については、原案のとおり決定をいたします。 

 続きまして、日程番号７ 議案第４０号 岩見沢市立教科用図書調査委員会委員の委嘱

について 審議をいたします。 

 説明をお願いいたします。 

○石原指導室長 議案第４０号 岩見沢市教科用図書調査委員会委員の委嘱について ご

説明いたします。 

 前回の教育委員会では、教科用図書調査委員会委員の選出方法等について、お諮りをし

たところです。 

 令和６年度使用教科用図書調査委員会委員は、１２の教科等の小委員会について、委員

名簿案にありますように、１号委員として校長、教頭、教諭等。２号委員として、学識経

験者、保護者等を選定し、調査研究を行うよう、候補者を挙げさせていただきました。 

 なお、採択の手続、規則につきましては、資料のとおりです。 

 以上、岩見沢市教科用図書調査委員会委員の委嘱について、ご審議いただくよう、お願

いいたします。 

○吉永教育長 ただ今、議案第４０号についての説明がありました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 ありませんか。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 では、この件について、ご異議がなければ、このようなことで進めさせて

いただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第４０号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、日程番号８ 議案第４１号 岩見沢市教科用図書委員会に対する諮問につ

いて を審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○石原指導室長 議案第４１号 岩見沢市教科用図書調査委員会に対する諮問について 
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ご説明いたします。 

 岩見沢市教科用図書調査委員会に対しましては、案のとおり、令和６年度から岩見沢市

立小学校で使用する教科用図書及び学校教育法附則第９条第１項に規定する教科用図書に

ついて、専門的な調査研究を行い、結果を答申する諮問をいただきたいと存じます。 

 なお、７月１４日を目途として答申できるよう、調査研究を進めてまいります。 

 以上、岩見沢市教科用図書調査委員会に対する諮問について、ご審議いただくよう、お

願いいたします。 

○吉永教育長 議案第４１号についての説明がありました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 この件についてご異議がなければ、このようなことで進めさせていただい

てよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第４１号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、日程番号９ 議案第４２号 岩見沢市学校給食運営委員会委員の委嘱につ

いて を審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○是廣学校給食課長 議案第４２号 岩見沢市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

ご説明させていただきます。 

 資料３枚目をご覧ください。 

 学校給食運営委員会につきましては、岩見沢市学校給食共同調理所設置条例第５条によ

り、学校給食の円滑な運営を図ることを目的に設置されております。 

 また、条例第６条により、任期は２年間となっており、現在の委員は令和４年６月１日

から令和６年５月３１日までが任期となっておりますが、委員に欠員が生じた場合、後任

の委員の任期は前任者の在任期間としております。 

 資料２枚目の候補者名簿をご覧ください。 

 岩見沢市ＰＴＡ連合会におきまして、４月の役員改選により、学校給食運営委員会の委

員に欠員が生じたため、後任といたしまして、中川美愛氏、大塚浩介氏の２名の推薦をい

ただいております。 

 この２名を後任の委員として委嘱することについて、提案させていただいた次第でござ

います。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○吉永教育長 議案第４２号についての説明がありました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 では、この件について、ご異議がなければこのようなことで進めさせてい
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ただいて、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 議案第４２号につきましては、原案のとおり決定をいたします。 

 続きまして、日程番号１０ 議案第４３号 岩見沢市保育の利用に関する規則の一部改

正について を審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○小野子ども課長 それでは、議案第４３号について、ご説明します。 

 岩見沢市保育の利用に関する規則及び岩見沢市立栗沢認定こども園条例施行規則は、保

育所や認定こども園などを利用する際の申込みや費用徴収などの手続、様式など、必要な

事項を定めたものです。 

このたびの一部改正はこども家庭庁設置法の施行に伴う子ども・子育て支援法の一部改

正を受け、所要の規定の整理を行おうとするものです。 

 具体的な改正内容については、新旧対照表をご覧ください。 

 子ども・子育て支援法の第１９条第２項が削除されたことに伴い、第１９条に第１項と

いうものをつけなくてもよくなりましたので、この第１項という記載を削除します。 

 この改正は、引用条文の表記変更に伴って記載を改めるもので、事業の運営等に影響は

ないと考えています。 

 なお、施行日を公布の日としています。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○吉永教育長 ただ今、議案第４３号についての説明がありましたら、委員の皆様からご

意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 この件についてご異議がなければ、このようなことで進めさせていただい

てよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第４４号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、日程番号１１ 議案第４４号 岩見沢市子ども・子育て会議条例等の一部

改正について 審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○小野子ども課長 それでは、議案第４４号について、ご説明します。 

 このたびの一部改正は、「こども家庭庁設置法」の施行に伴う、子ども・子育て支援法、

学校教育法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を受け、所要の規定の

整理を行おうとするものです。 

 一部改正の対象となる条例は三つあり、一つ目は岩見沢市子ども・子育て会議条例、二

つ目は、岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例。三つ目は、岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
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となります。 

 具体的な改正内容については、新旧対照表をご覧ください。 

 まず一つ目の子ども・子育て会議条例では、子ども・子育て支援法の第７７条が第７２

条に繰り上げられたことから、第１条の記載をそのように改めます。 

 二つ目の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

では、子ども・子育て支援法の第１９条第２項が削除されたこと。そして、学校教育法の

第２５条に第２項と第３項が追加されたこと、さらには、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準の第３５条の規定により、指針を定める者が厚生労働大臣から内閣総理大臣に

改められたことを反映させるため、第４条第２項以下、該当する条文の記載を改めます。 

 三つ目の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例では、同じく児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準の第３５条の規定により、指針を定めるものが厚生

労働大臣から内閣総理大臣に改められたことから、第２５条の記載をそのように改めます。 

 以上、これらの改正は、先ほどと同様、引用条文の表記変更に伴って記載を改めるもの

で、事業の運営等に影響はないものと考えております。 

 市議会第２回定例会にて提案する予定で、施行日を公布の日としています。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○吉永教育長 議案第４４号についての説明がございました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 この件についてご異議がなければ、このようなことで進めさせていただい

て、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 議案第４４号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 なお、議案第４４号につきましては、市議会第２回定例会に諮られ、審議会の議決を経

て決定されます。 

 続きまして、日程番号１２ 議案第４５号 岩見沢市社会教育委員の委嘱について を

審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○平井生涯学習推進課長 それでは、議案第４５号 岩見沢市社会教育委員の委嘱につい

て ご説明させていただきます。 

 次のページに名簿（案）がございますので、こちらをご覧いただきたいと思います。 

 名簿案の６番目になりますが、社会教育関係者のうち、岩見沢市ＰＴＡ連合会から推薦

があり、選出された委員が今回退任されたことを受けまして、新たに推薦をいただいたと

ころでございます。 

 新たな委員として、室永雅人氏を委嘱しようとするものでございます。 

 なお、任期につきましては、岩見沢市社会教育委員会条例第３条に基づき、前委員の任
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期であります令和６年３月３１日までとなります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○吉永教育長 ただ今、議案第４５号についての説明がありました。 

 委員の皆様からご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 この件についてご異議がなければ、このようなことで進めさせていただい

てよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第４５号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、日程番号１３ 議案第４６号 令和５年度教育委員会関係補正予算につい

て を審議いたします。 

 説明をお願いいたします。 

○戸沼学校教育課長 それでは、議案第４６号 令和５年度教育委員会関係補正予算につ

いて になりますが、この議案につきましては、事業ごとにそれぞれの担当課長からご説

明したいと思います。 

 まず最初に、学校教育課の補正予算になりますが、小学校校舎等管理事業における減額

補正になります。 

 本件につきましては、メープル小学校の屋上防水、外壁改修を実施するための予算とい

うことになりますが、２月の定例会でご説明しましたように、本事業は国の令和４年度補

正予算を活用した実施ということになったため、令和５年度当初予算に重複計上されてい

るということから、この予算を減額しようというものでございます。 

 なお、国の補正予算の活用によりまして、市の一般財源負担が１，１００万円ほど節減

できるということになりますが、この減額補正予算を学校教育課として計上したいと考え

ております。 

 学校教育は以上でございます。 

○小野子ども課長 続きまして、子ども課の所管分について、ご説明します。 

 この補正予算は、北海道が給食費や電気料金等、物価高騰の影響を受ける私立の保育所

や幼稚園等の経費の一部を直接支援する、保育所等に係る給食原材料費等支援事業費補助

金の対象外とされた保育所に対し、道と同じ基準で市が独自に補助するというもので、昨

年度も同じ内容の予算がありました。 

 補助対象は、２歳以下を１９人まで受け入れる小規模保育事業所の４か所で、わくわく

保育園、ぽけっと、こっころ保育園、こっころつぼみ保育園になります。 

 補助額は、４月から来年３月までの食材費と電気料、それぞれの高騰支援分を道の基準

を参考に算定し、合計した額で総額１２６万円となります。 

 電気料高騰分は、定員１人当たり５，０００円、定員１９人で１か所当たり９万５，０

００円を計上しました。 
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 食材費高騰分は、１食当たりの給食費の額に年間の給食提供数と物価上昇率を乗じた額

を算定し、これを１９人分として１か所当たり２２万円を計上しました。 

 以上でございます。 

○高居文化・スポーツ振興課長 続きまして、文化・スポーツ振興課の補正予算について、

ご説明いたします。 

 栗沢スポーツ公園運営事業でございますが、栗沢Ｂ＆Ｇ海洋センタープールにつきまし

ては、今年度、プール本体や上屋、電気設備、機械設備などを含む改修工事を行うことと

してございます。 

 この工事に要する財源確保対策としまして、当初、過疎対策事業債を充てた改修工事を

予定しておりましたが、工事対象経費の３分の２が助成となるスポーツ振興くじ助成金も

財源確保の一部として見込んでいたところでございます。 

 財源的にも魅力的な助成金であることから、非常に競争率の高いメニューにチャレンジ

したところでございますが、本年２月に不採択の連絡があったことから、この分を過疎対

策事業債への財源補正として要望するものでございます。 

 なお、事業総額に変更はございません。 

 以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○吉永教育長 ただ今、議案第４６号について、各課から説明がありました。 

 委員の皆様から、ご意見、ご質問等がありましたら、よろしくお願いします。 

 ありませんか。 

○南部委員 一つ質問というか、栗沢スポーツ公園運営事業費で、補正要望額はゼロです

が、財源の内訳が変わるので、これを議会にかけなきゃいけないという認識でよろしいん

ですか。 

○高居文化・スポーツ振興課長 そのような認識でよろしいでございます。 

○南部委員 普通の感覚で申し訳ないですが、補正予算、減らすにも増やすにしても、ゼ

ロの場合でも、補正予算というのは、役所は上げるんですか。 

○高居文化・スポーツ振興課長 財源内訳としまして、今回海洋センターのプールにつき

ましては、過疎対策事業債とＢ＆Ｇ財団からの助成と、今回不採択になってしまいました

スポーツ振興くじと、三つの財源をもって改修工事を予定してございました。 

 先ほどご説明させていただいたとおり、事業費総額の変更はございませんが、財源の内

訳に変更があった場合においても、補正予算の形で手続が必要ということになります。よ

ろしくお願いします。 

○南部委員 分かりました。 

○吉永教育長 よろしいですか。 

○森田生涯教育部長 ちょっと私のほうからも補足させていただきます。 

 プールの改修については、総額の予算について変更はないのですが、昨年の予算確保と

いうか、予算要求の当初から、財源を見込んだ中で総額を確保しています。 
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 そのうちスポーツくじで９，８００万円ほど見込んでいたのですが、そのスポーツくじ

の財源が不採択になったということになれば、総額の予算を変えないでほかの財源を確保

するか、あるいはもう一つの考え方として、他から予定していた財源がない分、総額の工

事費を減らすか、そういったことが考えられるんですね。 

 今回は、スポーツくじは不採択になりましたが、過疎債のほうで同規模の財源が確保で

きる見通しが立ったので、総額を変えずにそのまま改修工事を実施するということになり

ますので。補正という意味では、ほかの財源がちゃんと確保できましたよということで、

総額を変えないでいいですねということを議決をしていただくという、そんなような考え

方になるかと思います。 

○南部委員 分かりました。 

○吉永教育長 ほかにございますか。 

○杉野委員 ありません。 

○吉永教育長 この件について、ほかにご異議がなければ、このようなことで進めさせて

いただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、議案第４６号につきましては、原案のとおり決定いたします。 

 なお、議案第４６号につきましても、市議会第２回定例会に諮られ、市議会の議決を経

て、決定されます。 

 続きまして、そのほかに移ります。 

 委員の皆様から何かございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○吉永教育長 特になければ、ほかに事務局のほうから何かありませんか。ないですか。 

 特になければ、来月の定例会の日程について、お知らせをさせていただきます。 

 ６月２１日、第３水曜日になりますが、議会の日程により、翌２２日に定例会を開催さ

せていただきたいと考えております。 

 委員の皆様のご都合はよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○吉永教育長 では、その２２日に、午前１０時からということで、場所はであえーる岩

見沢４階の会議室１で行います。よろしくお願いいたします。 

 ここで一旦休憩を取らせていただきます。 

午前１０時５０分 休憩 
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